
令和５年度 令和６年度 令和７年度

A 道路（公道）の復旧スケジュール（下水道の復旧を必要としない場合）

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

発
災

・
国
に
よ
る
災
害
査
定

・
緊
急
点
検
／
被
災
状
況
の
調
査

①
測
量
・
調
査
の
実
施

②
道
路
復
旧

高
さ
の
提
示

現
場
立
会

③
詳
細
な
設
計

④
工
事
の
発
注

⑤
道
路
の
復
旧
工
事

⑥
工
事
の
完
了

工
事
説
明
会

ま
た
は

回
覧
に
よ
る
周
知

6月

【市が実施する工事内容】

道路区域民地 民地

敷地かさ上げ
によるすりつけ

段差解消の
すりつけ

道路と民地
の境界 道路の復旧高さ

被災後の道路高

舗装

６
月
頃
か
ら
、
道
路
と
民
地
と
の

境
界
及
び
復
旧
後
の
道
路
の
高
さ
を

確
認
し
て
い
た
だ
き
ま
す

道
路
復
旧
に
必
要
な
測
量
・
調
査
を

全
地
区
一
斉
に
着
手
し
て
い
ま
す

秋

工事の内容が決まり次第、順次回覧等
にてお知らせいたします。

 側溝の入替え
 舗装のやり直し

すりつけ

道路と民地
の境界

側溝 側溝

概ね２年以内での
完成を目指します

土 木 部 ・ 下 水 道 部

新 潟 市 土 木 部 ・ 下 水 道 部
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令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 以降

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

発
災

④
下
水
道
な
ど
の

復
旧
方
法
の
詳
細
調
整

③
道
路
復
旧
の

詳
細
な
設
計

⑨
工
事
の
完
了

⑦
道
路
復
旧
工
事

の
発
注

B 下水道の復旧スケジュール（下水道などの復旧後に道路工事を行う場合）

①
測
量
・
調
査
の
実
施

②
道
路
復
旧

高
さ
の
提
示

⑧
道
路
の
復
旧
工
事

⑥
下
水
道
管
の

復
旧
工
事

⑤
下
水
道
復
旧
工
事
の
発
注

【市が実施する工事内容】

敷地のかさ上げ
によるすりつけ

段差解消の
すりつけ

舗装復旧

水道管ガス管

下水道管の復旧

側溝 側溝

現
場
立
会

6月

工
事
説
明
会

ま
た
は

回
覧
に
よ
る

周
知

秋

被災後の道路高

◆下水道復旧の考え方
・これまで生活排水が流れるよう被害箇所の

部分的な応急処置を行い排水機能を確保

・被害を確認した下水道管約14㎞について、
今後、被災前の状態に戻す本復旧工事を実施

・道路被害と重複している路線を優先して、
下水道管の復旧工事を実施

・下水道管の復旧にあたり近接するガス管・
水道管の移設が必要となる場合あり

※ガス・水道の移設が必要な場合あり

道路と民地
の境界

道路と民地
の境界

道路の復旧高さ

・
国
に
よ
る
災
害
査
定

・
緊
急
点
検
／
被
災
状
況
の
調
査

新 潟 市 土 木 部 ・ 下 水 道 部
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